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                                           2023 年６月 28 日 

各  位 

 会 社 名  サクサホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長   丸井 武士 

（コード番号 6675 東証プライム） 

 問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション室長   

蓬田 健二 

  （TEL．03-5791-5586） 

 

 

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況 

 

当社は、2023 年３月 24 日に「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況お

よび計画の変更について」を公表しております。 

この度、2023 年 3 月末日時点においての進捗状況等について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

○ 2023 年 3 月末日時点での上場維持基準の適合状況について  

2023 年 3 月末日時点において、株式会社東京証券取引所から受領した「上場維持基準（分布基準）

への適合状況について」を踏まえた、当社の 2023 年３月末時点における東京証券取引所プライム市

場の上場維持基準への適合状況は以下の通りとなっており、「流通株式時価総額」及び「1 日平均売

買代金」についてその基準を充たしておりません。 

 株主数 流通株式数 
流通株式 

時価総額 

流通株式 

比率 

1 日平均 

売買代金 
純資産の額 

移行基準日時点 

適合状況 ※1 
3,393 人 45,003 単位 65 億円 72.0％ 0.2 億円 230 億円 

2023 年 3 月末

時点適合状況 

※２ 

2,938 人 37,281 単位 52 億円 59.6% 
0.08 億円 

※3 
249 億円 

上場維持基準 800 人 20,000 単位 100 億円 35.0％ 0.2 億円 
純資産の額

が正 

2023 年３月末 

時点適合状況 
適合 適合 不適合 適合 不適合 適合 

計画期間 — — 
2025 年 3 月 

末 
— 

2024 年 12 月

末 
— 

直近状況 

（参考）※４ 
— — 68 億円 — 0.51 億円 — 

※1 移行基準日(2021 年 6 月末)における株式会社東京証券取引所の一次判定結果 

※2 2023 年 5 月 17 日の株式会社東京証券取引所からの「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」による 

※3 2023 年 1 月 11 日の株式会社東京証券取引所からの「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」による 

※4 2023 年 3 月 1 日〜5 月末までの平均値（当社試算） 
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○ 取組の実施状況および評価について 

2023 年３月 24 日に公表の「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況

および計画の変更について」に対して、計画期間および取組内容に関する変更はございません。 

直近の状況としましては、調達体制の強化による部品調達難の改善が進み、大幅な増収、増益を

達成しました。中期経営計画は、数値目標通り進捗しており、2023 年 5 月 23 日公表いたしました

「剰余金の配当に関するお知らせ」の通り、1 株当たり 30 円を 5 円増配し、35 円とすることとい

たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の評価としましては、2023 年 3 月末時点において、流通株式比率の低下に伴う、流通株式時

価総額の減少はあったものの、計画に沿った取組により、上記の通り収益は増加してきておりま

す。その結果、前期決算発表以降市場からも評価いただき株価も上向き始めており、直近の当社試

算では、収益の上昇と株主還元策の強化の組み合わせにより「流通株式時価総額」及び「1 日平均

売買代金」共に、基準充足に向けて前進していると判断しております。 

 

○ 今後の課題・取組み内容について 

引き続き、公表している計画に沿って「Office AGENT 戦略」と「映像・AI・IoT 戦略」の 2 つ

の戦略を軸とした事業成長により利益拡大させ、更なる「事業成長への投資」と「株主還元策の強

化」をすることで、2024 年 12 月末までに 1 日平均売買代金 0.2 億円、2025 年 3 月末までに流通株

式時価総額 100 億円の基準充足を目指してまいります。 

また、当社は、株式会社東京証券取引所から公表された「上場維持基準に関する経過措置の取扱

い等について」（2023 年 1 月 30 日公表）を踏まえ、再選択期間において、スタンダード市場へ

の市場変更の選択に関しても、引き続き並行して検討しております。 

以上 


